
有権者の皆様へ
感染症対策へのご協力のお願い

投票所では、事務従事者のマスク着用、咳エチケット、手洗い・うがいの実施、投票用紙の記入に使用
する鉛筆の消毒等、新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

帰宅後も、手洗い・うがい等の
感染症対策をお願いします。

投票用紙への記入にあたっては、
「持参された鉛筆・シャープペンシル」
の使用も可能です。

投票日当日の混雑回避のため、期日前
投票を積極的に利用してください。

投票所に備え付けの消毒液による
手指消毒にご協力をお願いします。

マスクの着用や咳エチケット等に
ご協力をお願いします。

この選挙公報は、立候補者から提出された原稿を写真にとって印刷したものです。この選挙公報は、立候補者から提出された原稿を写真にとって印刷したものです。
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